
医道審議会医師分科会医師臨床研修部会の所掌事務について

○厚生労働省設置法（抄）

（設置）

第６条 本省に、次の審議会等を置く。

社会保障審議会

厚生科学審議会

労働政策審議会

医道審議会

薬事・食品衛生審議会

（医道審議会）

第10条 医道審議会は、医療法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、理学療

法士及び作業療法士法、看護師等の人材確保の促進に関する法律 、あん摩マツサージ

指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、柔道整復師法、薬剤師法、死体解剖保存法

及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によりその権限に属させられた

事項を処理する。

２ 前項に定めるもののほか、医道審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他

医道審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

○医道審議会令（抄）

（分科会）

第５条 審議会に、次の表の上覧に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、

審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

名 称 所 掌 事 務

医師分科会 医師法第１０条第２項及び第１６条の２第３項並びに精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）の規定によ

り審議会の権限に属させられた事項を処理すること。

（部会）

第６条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

２ 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長（分科会に置かれる部会にあっ

ては、分科会長）が指名する。

３ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

５ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長が
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あらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

６ 審議会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。）は、

その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

（雑則）

第 10 条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事

項は、会長が審議会に諮って定める。

○医道審議会運営規程（抄）

医道審議会令第１０条の規定に基づき、医道審議会運営規程を医道審議会として、次の

ように定める。

第４条 別表の「分科会」の欄に掲げる分科会には、令第６条第１項の規定により、それ

ぞれ同表の「部会」の欄に掲げる部会を置くものとし、各部会の所掌事務、当該部会に

属すべき委員、臨時委員及び専門委員の数並びに庶務を担当する部署については、それ

ぞれ同表の「所掌事務」の欄、「委員、臨時委員及び専門委員」の欄及び「庶務担当部

署」の欄に掲げるとおりとする。

第５条 医道審議会が報告、答申、令第８条の規定に基づく資料の提出等の必要な協力の

求めその他の所掌事務を遂行するために必要な行為を行うに当たっては、分科会又は部

会が議決し、当該議決を令第５条第６項又は令第６条第６項の規定により医道審議会の

議決とするものとする。

（別表）

分科会 部会 所掌事務

医師分科会 医師臨床研修部会 臨床研修病院の指定又は指定の取消しに

関すること

医師臨床研修プログラム等医師の臨床研

修の内容に関すること
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